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アジアの家族法 

 
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
家
族
法
の
法
源
は
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
が
連
邦
国
家
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
管
轄
権
が
複
雑

で
あ
る
と
い
う
理
由
の
み
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
連
邦
制

を
採
用
し
て
い
る
こ
と
で
、
立
法
権
が
連
邦
政
府
と
州
政
府
に
分
か
れ
て

い
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
連
邦
政
府
の
立
法
権
の
及
ぶ
範
囲
に
つ
い
て

は
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
憲
法
に
列
挙
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
範
囲
内
の
制
限

的
な
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
本
来
は
州
政
府
の
有
す
る
立
法
権

限
の
範
囲
で
あ
っ
て
も
、
州
政
府
か
ら
連
邦
政
府
に
そ
の
権
限
を
委
ね
る

こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
憲
法
で
は
、
家
族
法
の
主
要
な
二
つ
の
領
域

関
す
る
連
邦
立
法
権
限
に
関
し
て
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。 

に

 

一
 

（

 

第
二
二
項 

離
婚
お
よ
び
婚
姻
事
件
：
こ
れ
ら
に
関
連
し
て
、
子
ど
も
の

親
権
、
監
護

お
よ
び
後
見
。 

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
憲
法
第
五
一
条 

連
邦
議
会
の
立
法
権
の
及
ぶ
範
囲
は

…
…
次
の

お
り
で
あ
る
。 

と

（
中
略
） 

第
二
一
項 

婚
姻 

 

は
じ
め
に
（I

N
T
R
O
DUC

T
I
ON

） 

権

以
下
略
） 

 

（
し
か
し
な
が
ら
）
連
邦
政
府
は
、
一
九
五
九
年
ま
で
、
家
族
法
に
関

し
て
は
何
ら
の
立
法
も
行
っ
て
こ
な
か
っ
た
。
（
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
憲
法

上
）
連
邦
法
が
存
在
し
な
い
領
域
に
つ
い
て
は
、
州
政
府
が
独
自
に
法
律

を
制
定
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
一
九
五
九
年
ま

で
は
、「
家
族
法
」
に
関
す
る
紛
争
は
各
州
の
最
高
裁
判
所
が
審
理
す
る
こ

と
と
な
り
、
州
に
よ
っ
て
事
件
が
異
な
っ
た
扱
い
を
受
け
る
と
い
う
事
態

が
生
じ
て
い
た
。
一
九
五
九
年
に
、
そ
れ
ま
で
州
に
よ
っ
て
区
々
で
あ
っ

た
離
婚
原
因
を
統
合
す
る
「
連
邦
婚
姻
事
件
法
（T

he 
M
atr

imo
nia

l 

C
aus

es Act
 1
95
9

（Cth

）
以
下
「
婚
姻
事
件
法
」
と
い
う
）
」
が
制
定
さ

れ
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
お
け
る
初
め
て
の
統
一
法
が
連
邦
法
と
い
う
形

で
制
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
れ
に
続
い
て
、
一
九
六
一
年
に
は
、

「
連
邦
婚
姻
法
（Th

e M
arr

iag
e A

ct 
196

1

（Ct
h

）
」
が
制
定
さ
れ
た

こ
の
法
律
は
、
そ
の
名
の
示
す
と
お
り
、
各
州
の
婚
姻
法
を
統
合
す
る
も

の
で
あ
る
。
一
九
七
五
年
に
は
、「
連
邦
家
族
法
（
現
行
法
）（T

he
 Fa

mil
y 

L
aw

 Ac
t  

1975

（C
th

）
」
が
制
定
さ
れ
、（
そ
れ
ま
で
の
）「
婚
姻
事
件
法

は
廃
止
さ
れ
、（
従
来
の
離
婚
原
因
が
見
直
さ
れ
）
離
婚
法
は
抜
本
的
に
再

編
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
「
連
邦
家
族
法
」
で
は
、
子
ど
も
、
扶

養
お
よ
び
離
婚
財
産
分
与
そ
の
他
の
規
定
の
整
備
も
行
わ
れ
た
。
ま
た
、

こ
の
「
連
邦
家
族
法
」
の
制
定
の
重
要
な
成
果
と
し
て
、
家
事
に
関
す
る

全
て
の
事
件
を
専
門
に
扱
う
「
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
連
邦
家
庭
裁
判
所
」
の

創
設
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
一
九
八
〇
年
代
に
な
っ
て
、
連

邦
議
会
に
よ
っ
て
子
ど
も
の
養
育
費
に
関
す
る
立
法
【
注
１
】
が
行
わ
れ

た
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
。 

こ
の
よ
う
に
連
邦
に
よ
る
立
法
が
行
わ
れ
て
き
た
が
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ

ア
全
土
で
家
族
法
を
真
の
意
味
で
統
一
す
る
に
は
、
更
な
る
努
力
が
必
要

と
さ
れ
た
。
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
憲
法
で
は
、
連
邦
議
会
の
立
法
権 

（
つ
づ
く
） 
。」
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